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◎

療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）

（
公
布
日
施
行
分
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

（
第
一
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
）

（
磁
気
テ
ー
プ
等
を
用
い
た
請
求
）

第
三
条

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
は
、
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

第
三
条

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
は
、
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
し
費
用
を
請
求
し
よ
う

ず
、
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
し
費
用
を
請
求
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
同
項
の
診
療
報
酬
請
求
書
及
び
診
療
報
酬
明
細
書
又
は
調
剤
報

と
す
る
と
き
は
、
同
項
の
診
療
報
酬
明
細
書
又
は
調
剤
報
酬
明
細
書
に
代
え
て
、

酬
請
求
書
及
び
調
剤
報
酬
明
細
書
に
代
え
て
、
こ
れ
ら
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電

こ
れ
ら
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め

子
計
算
機
を
使
用
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
式
に
従
つ
て
記
録
し
た
厚
生

る
方
式
に
従
つ
て
記
録
し
た
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
磁
気
テ

労
働
大
臣
の
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
又
は
光
デ
ィ
ス

ー
プ
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
又
は
光
デ
ィ
ス
ク
（
以
下
「
磁
気
テ
ー
プ
等
」

ク
（
以
下
「
光
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
い
う
。
）
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
は
、
前
項
に
規
定
す
る
手
続
に
よ
る
請
求
（
以

２

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
は
、
前
項
に
規
定
す
る
手
続
に
よ
る
請
求
（
以

下
「
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
」
と
い
う
。
）
を
始
め
よ
う
と
す
る
と
き
は

下
「
磁
気
テ
ー
プ
等
を
用
い
た
請
求
」
と
い
う
。
）
を
始
め
よ
う
と
す
る
と
き
、

、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
当
該
請
求
に
係
る
審

又
は
磁
気
テ
ー
プ
等
を
用
い
た
請
求
を
や
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め

査
支
払
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
当
該
請
求
に
係
る
審
査
支
払
機
関
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
名
称
及
び
所
在
地

一

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
名
称
及
び
所
在
地

二

光
デ
ィ
ス
ク
等
に
第
一
項
の
記
録
を
行
う
た
め
に
使
用
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
（

二

磁
気
テ
ー
プ
等
を
用
い
た
請
求
を
始
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当

電
子
計
算
機
に
対
す
る
指
令
で
あ
つ
て
、
一
の
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ

該
磁
気
テ
ー
プ
等
に
第
一
項
の
記
録
を
行
う
た
め
に
使
用
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
（

う
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
名
称
、
当
該
プ
ロ
グ

電
子
計
算
機
に
対
す
る
指
令
で
あ
つ
て
、
一
の
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ

ラ
ム
の
作
成
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
当
該
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
を

う
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
名
称
、
当
該
プ
ロ
グ

始
め
よ
う
と
す
る
年
月

ラ
ム
の
作
成
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
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表
者
の
氏
名
並
び
に
当
該
磁
気
テ
ー
プ
等
を
用
い
た
請
求
を
始
め
よ
う
と
す
る

年
月

（
削
る
）

三

磁
気
テ
ー
プ
等
を
用
い
た
請
求
を
や
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
年
月

三

そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項

四

そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項

３

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
は
、
光
デ
ィ
ス
ク
等
に
第
一
項
の
記
録
を
行
う

３

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
は
、
磁
気
テ
ー
プ
等
に
第
一
項
の
記
録
を
行
う

た
め
に
使
用
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
療
養
の
給
付
、
老

た
め
に
使
用
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
療
養
の
給
付
、
老

人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
が
改
め
ら
れ
た
こ

人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
が
改
め
ら
れ
た
こ

と
に
伴
う
変
更
を
行
お
う
と
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲

と
に
伴
う
変
更
を
行
お
う
と
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
当
該
請
求
に
係
る
審
査
支
払
機
関
に
提
出
し
な

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
当
該
請
求
に
係
る
審
査
支
払
機
関
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
名
称
及
び
所
在
地

一

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
名
称
及
び
所
在
地

二

変
更
後
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
名
称
及
び
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
者
の
氏
名
又

二

変
更
後
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
名
称
、
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
者
の
氏
名
又
は

は
名
称

名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

三

変
更
後
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
使
用
し
て
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請

三

変
更
後
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
使
用
し
て
記
録
し
た
磁
気
テ
ー
プ
等
を
用
い
た
請

求
を
始
め
よ
う
と
す
る
年
月

求
を
始
め
よ
う
と
す
る
年
月

四

そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項

四

そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項

４

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に

４

磁
気
テ
ー
プ
等
を
用
い
た
請
求
に
つ
い
て
は
、
当
該
磁
気
テ
ー
プ
等
を
第
一
条

関
す
る
費
用
の
う
ち
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
も
の
に
係
る
請
求
を
行
う
場
合

第
一
項
の
診
療
報
酬
明
細
書
又
は
調
剤
報
酬
明
細
書
と
み
な
し
て
、
同
条
第
三
項

に
は
、
診
療
日
ご
と
の
症
状
、
経
過
及
び
診
療
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

の
規
定
を
適
用
す
る
。

き
る
情
報
を
光
デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
し
て
、
審
査
支
払
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
診
療
報
酬
請
求
書
等
の
提
出
日
）

（
診
療
報
酬
請
求
書
等
の
提
出
日
）

第
四
条

第
一
条
第
一
項
の
診
療
報
酬
請
求
書
及
び
調
剤
報
酬
請
求
書
は
、
各
月
分

第
四
条

第
一
条
第
一
項
の
診
療
報
酬
請
求
書
及
び
調
剤
報
酬
請
求
書
は
、
各
月
分

に
つ
い
て
翌
月
十
日
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
つ
い
て
翌
月
十
日
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
光
デ
ィ
ス
ク
等
は
、

各
月
分
に
つ
い
て
翌
月
十
日
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

附

則

（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
又
は
公
費
負
担

医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
の
特
例
）

第
四
条

厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
（
以
下
「
指

定
保
険
医
療
機
関
等
」
と
い
う
。
）
は
、
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
に

よ
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
審
査
支

払
機
関
（
以
下
「
指
定
審
査
支
払
機
関
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
電
子
情
報

処
理
組
織
（
指
定
審
査
支
払
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
、
指
定
保
険
医
療
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
を
使
用
し
て
、
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
又
は
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
又
は
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る

費
用
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
指
定
保
険
医
療
機
関
等
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
式
に
従

つ
て
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
指
定
審
査
支
払
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
保
険
医
療
機
関
等
は
、
老
人
医
療
に
関
す
る
費

用
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項
の

ほ
か
、
老
人
保
健
法
施
行
規
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
患
者
か
ら
提
示
さ
れ
た

被
保
険
者
証
等
に
よ
り
そ
の
者
に
係
る
保
険
者
番
号
及
び
被
保
険
者
証
等
の
記
号
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番
号
を
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

４

第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
又
は
公
費
負
担
医
療
に

関
す
る
費
用
の
う
ち
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
も
の
に
係
る
請
求
を
行
う
場
合

に
は
、
診
療
日
ご
と
の
症
状
、
経
過
及
び
診
療
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
情
報
を
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
又
は
公
費
負
担

医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
日
）

第
五
条

電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
又
は
公
費

負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
（
以
下
「
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る

請
求
」
と
い
う
。
）
は
、
各
月
分
に
つ
い
て
翌
月
十
日
ま
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
は
、
指
定
審
査
支
払
機
関
等
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
指

定
審
査
支
払
機
関
等
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
の
開
始
等
の
届
出
）

第
六
条

指
定
保
険
医
療
機
関
等
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
を

始
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書

を
、
当
該
請
求
に
係
る
指
定
審
査
支
払
機
関
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

指
定
保
険
医
療
機
関
等
の
名
称
及
び
所
在
地

二

指
定
審
査
支
払
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ

ル
に
附
則
第
四
条
の
記
録
を
行
う
た
め
に
使
用
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
名
称
、
当

該
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用

に
よ
る
請
求
を
始
め
よ
う
と
す
る
年
月

三

そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項
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２

指
定
保
険
医
療
機
関
等
は
、
指
定
審
査
支
払
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
附
則
第
四
条
の
記
録
を
行
う
た
め
に
使
用
す
る
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負

担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
が
改
め
ら
れ
た
こ
と
に
伴
う
変
更
を
行

お
う
と
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
届
書
を
、
当
該
請
求
に
係
る
指
定
審
査
支
払
機
関
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

指
定
保
険
医
療
機
関
等
の
名
称
及
び
所
在
地

二

変
更
後
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
名
称
及
び
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
者
の
氏
名
又

は
名
称

三

変
更
後
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
使
用
し
て
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請

求
を
始
め
よ
う
と
す
る
年
月

四

そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項

（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

（
日
雇
労
働
者
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

（
日
雇
労
働
者
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

（
健
康
保
険
被
保
険
者
証
等
の
経
過
措
置
）

（
健
康
保
険
被
保
険
者
証
等
の
経
過
措
置
）

第
十
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）
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（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

（
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
等
の
経
過
措
置
）

（
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
等
の
経
過
措
置
）

第
十
二
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

（
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登

（
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登

録
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

録
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

（
療
養
取
扱
機
関
の
申
出
の
受
理
並
び
に
国
民
健
康
保
険
医
及
び
国
民
健
康
保
険

（
療
養
取
扱
機
関
の
申
出
の
受
理
並
び
に
国
民
健
康
保
険
医
及
び
国
民
健
康
保
険

薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

（
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
の
一
部
改
正
）

（
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

（
療
養
取
扱
機
関
の
療
養
の
給
付
に
関
す
る
費
用
の
請
求
及
び
療
養
取
扱
機
関
の

（
療
養
取
扱
機
関
の
療
養
の
給
付
に
関
す
る
費
用
の
請
求
及
び
療
養
取
扱
機
関
の

公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

（
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

（
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

（
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

（
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）
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（
精
神
衛
生
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

（
精
神
衛
生
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

（
略
）

第
十
六
条

（
略
）

（
生
活
保
護
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

（
生
活
保
護
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

（
結
核
予
防
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

（
結
核
予
防
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）

（
麻
薬
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

（
麻
薬
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
十
九
条

（
略
）

（
原
子
爆
弾
被
爆
者
の
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

（
原
子
爆
弾
被
爆
者
の
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

（
略
）

第
二
十
条

（
略
）

（
老
人
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

（
老
人
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条

（
略
）

第
二
十
一
条

（
略
）

（
老
人
医
療
費
支
給
規
則
の
一
部
改
正
）

（
老
人
医
療
費
支
給
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

（
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

（
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条

（
略
）

第
二
十
三
条

（
略
）

（
母
子
保
健
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

（
母
子
保
健
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）
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第
二
十
七
条

（
略
）

第
二
十
四
条

（
略
）

（
医
療
券
の
経
過
措
置
）

（
医
療
券
の
経
過
措
置
）

第
二
十
八
条

（
略
）

第
二
十
五
条

（
略
）
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◎

療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）

（
平
成
二
十
年
四
月
一
日
施
行
分
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

（
第
二
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
）

（
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
）

第
一
条

保
険
医
療
機
関
、
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
、
老
人
保
健
法
施
行
規
則
（

第
一
条

保
険
医
療
機
関
、
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
、
老
人
保
健
法
施
行
規
則
（

昭
和
五
十
八
年
厚
生
省
令
第
二
号
）
第
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
病
院
若
し

昭
和
五
十
八
年
厚
生
省
令
第
二
号
）
第
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
病
院
若
し

く
は
診
療
所
若
し
く
は
次
に
掲
げ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
（
以
下
「
公
費
負
担
医

く
は
診
療
所
若
し
く
は
次
に
掲
げ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
（
以
下
「
公
費
負
担
医

療
」
と
い
う
。
）
を
担
当
す
る
病
院
若
し
く
は
診
療
所
（
以
下
単
に
「
保
険
医
療

療
」
と
い
う
。
）
を
担
当
す
る
病
院
若
し
く
は
診
療
所
（
以
下
単
に
「
保
険
医
療

機
関
」
と
い
う
。
）
又
は
保
険
薬
局
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
薬
局
若
し
く
は
公
費

機
関
」
と
い
う
。
）
又
は
保
険
薬
局
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
薬
局
若
し
く
は
公
費

負
担
医
療
を
担
当
す
る
薬
局
（
以
下
単
に
「
保
険
薬
局
」
と
い
う
。
）
は
、
療
養

負
担
医
療
を
担
当
す
る
薬
局
（
以
下
単
に
「
保
険
薬
局
」
と
い
う
。
）
は
、
療
養

の
給
付
（
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
百
四
十
五
条
に
規
定

の
給
付
（
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
百
四
十
五
条
に
規
定

す
る
特
別
療
養
費
、
入
院
時
食
事
療
養
費
、
特
定
療
養
費
、
家
族
療
養
費
及
び
高

す
る
特
別
療
養
費
、
入
院
時
食
事
療
養
費
、
特
定
療
養
費
、
家
族
療
養
費
及
び
高

額
療
養
費
の
支
給
を
含
む
。
第
八
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
、
老
人
保
健
法
（

額
療
養
費
の
支
給
を
含
む
。
第
八
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
、
老
人
保
健
法
（

昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
医
療
（
入
院
時
食
事
療
養
費
及

昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
医
療
（
入
院
時
食
事
療
養
費
及

び
特
定
療
養
費
の
支
給
を
含
む
。
以
下
「
老
人
医
療
」
と
い
う
。
）
又
は
公
費
負

び
特
定
療
養
費
の
支
給
を
含
む
。
以
下
「
老
人
医
療
」
と
い
う
。
）
又
は
公
費
負

担
医
療
に
関
し
費
用
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

担
医
療
に
関
し
費
用
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
保
険
医
療
機
関
に
あ
つ
て

事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
（
審
査
支
払
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入

は
診
療
報
酬
請
求
書
に
診
療
報
酬
明
細
書
を
、
保
険
薬
局
に
あ
つ
て
は
調
剤
報
酬

出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
、
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負

請
求
書
に
調
剤
報
酬
明
細
書
を
添
え
て
、
こ
れ
を
当
該
診
療
報
酬
請
求
書
又
は
調

担
医
療
に
関
す
る
費
用
（
以
下
「
療
養
の
給
付
費
等
」
と
い
う
。
）
の
請
求
を
し

剤
報
酬
請
求
書
の
審
査
支
払
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
う
と
す
る
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電

気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用

し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
式
に
従
つ
て
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
審
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査
支
払
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
て

行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
は
、
老
人
医
療
に
関

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
は
、
老
人
医
療
に
関

す
る
費
用
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

す
る
費
用
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
老
人
保
健
法
施
行
規
則
第
十
五
条

事
項
の
ほ
か
、
老
人
保
健
法
施
行
規
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
患
者
か
ら
提
示

の
規
定
に
よ
り
患
者
か
ら
提
示
さ
れ
た
被
保
険
者
証
等
に
よ
り
そ
の
者
に
係
る
保

さ
れ
た
被
保
険
者
証
等
に
よ
り
そ
の
者
に
係
る
保
険
者
番
号
及
び
被
保
険
者
証
等

険
者
番
号
及
び
被
保
険
者
証
等
の
記
号
番
号
を
診
療
報
酬
明
細
書
又
は
調
剤
報
酬

の
記
号
番
号
を
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

明
細
書
の
所
定
の
欄
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
療
養
の
給
付
費
等
の
う
ち
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
診
療
報
酬
明
細
書
に
は

め
る
も
の
に
係
る
請
求
を
行
う
場
合
に
は
、
診
療
日
ご
と
の
症
状
、
経
過
及
び
診

、
診
療
日
ご
と
の
症
状
、
経
過
及
び
診
療
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

療
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
を
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な

資
料
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
療
養
の
給
付
費
等
の
請
求
日
）

第
二
条

電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
療
養
の
給
付
費
等
の
請
求
（
以
下
「

第
二
条

前
条
第
一
項
の
診
療
報
酬
請
求
書
、
診
療
報
酬
明
細
書
、
調
剤
報
酬
請
求

電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
」
と
い
う
。
）
は
、
各
月
分
に
つ
い
て

書
及
び
調
剤
報
酬
明
細
書
の
様
式
は
、
次
の
表
の
区
分
に
よ
る
。

翌
月
十
日
ま
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
は
、
審
査
支
払
機
関
の
使
用
に
係
る

（
表

略
）

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
審
査
支
払

機
関
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
の
開
始
等
の
届
出
）

（
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
）

第
三
条

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
は
、
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
し
費
用
を
請
求
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
同
項
の
診
療
報
酬
請
求
書
及
び
診
療
報
酬
明
細
書
又
は
調
剤
報

酬
請
求
書
及
び
調
剤
報
酬
明
細
書
に
代
え
て
、
こ
れ
ら
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
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子
計
算
機
を
使
用
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
式
に
従
つ
て
記
録
し
た
厚
生

労
働
大
臣
の
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
又
は
光
デ
ィ
ス

ク
（
以
下
「
光
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る

２

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
は
、
前
項
に
規
定
す
る
手
続
に
よ
る
請
求
（
以

請
求
を
始
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
請

下
「
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
」
と
い
う
。
）
を
始
め
よ
う
と
す
る
と
き
は

求
に
係
る
審
査
支
払
機
関
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
当
該
請
求
に
係
る
審

査
支
払
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
名
称
及
び
所
在
地

一

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
名
称
及
び
所
在
地

二

審
査
支
払
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
第

二

光
デ
ィ
ス
ク
等
に
第
一
項
の
記
録
を
行
う
た
め
に
使
用
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
（

一
条
の
記
録
を
行
う
た
め
に
使
用
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
電
子
計
算
機
に
対
す
る

電
子
計
算
機
に
対
す
る
指
令
で
あ
つ
て
、
一
の
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ

指
令
で
あ
つ
て
、
一
の
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
組
み
合
わ
さ
れ
た

う
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
名
称
、
当
該
プ
ロ
グ

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
名
称
、
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
者
の
氏
名

ラ
ム
の
作
成
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
当
該
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
を

又
は
名
称
及
び
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
を
始
め
よ
う
と
す
る

始
め
よ
う
と
す
る
年
月

年
月

三

そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項

三

そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項

２

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
は
、
審
査
支
払
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

３

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
は
、
光
デ
ィ
ス
ク
等
に
第
一
項
の
記
録
を
行
う

機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
第
一
条
の
記
録
を
行
う
た
め
に
使
用
す
る
プ
ロ
グ

た
め
に
使
用
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
療
養
の
給
付
、
老

ラ
ム
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
療
養
の
給
付
費
等
の
額
の
算
定
方
法
が
改
め

人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
が
改
め
ら
れ
た
こ

ら
れ
た
こ
と
に
伴
う
変
更
を
行
お
う
と
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
あ
ら
か
じ
め

と
に
伴
う
変
更
を
行
お
う
と
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
請
求
に
係
る
審
査
支
払
機
関
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
当
該
請
求
に
係
る
審
査
支
払
機
関
に
提
出
し
な

ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
名
称
及
び
所
在
地

一

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
名
称
及
び
所
在
地

二

変
更
後
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
名
称
及
び
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
者
の
氏
名
又

二

変
更
後
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
名
称
及
び
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
者
の
氏
名
又

は
名
称

は
名
称

三

変
更
後
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
使
用
し
て
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請

三

変
更
後
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
使
用
し
て
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請

求
を
始
め
よ
う
と
す
る
年
月

求
を
始
め
よ
う
と
す
る
年
月
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四

そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項

四

そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項

（
削
る
）

４

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に

関
す
る
費
用
の
う
ち
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
も
の
に
係
る
請
求
を
行
う
場
合

に
は
、
診
療
日
ご
と
の
症
状
、
経
過
及
び
診
療
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
情
報
を
光
デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
し
て
、
審
査
支
払
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
療
養
の
給
付
費
等
の
請
求
の
代
行
）

（
診
療
報
酬
請
求
書
等
の
提
出
日
）

第
四
条

前
三
条
の
規
定
は
、
医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
を
主
た
る
構
成
員
と

第
四
条

第
一
条
第
一
項
の
診
療
報
酬
請
求
書
及
び
調
剤
報
酬
請
求
書
は
、
各
月
分

す
る
団
体
（
そ
の
団
体
を
主
た
る
構
成
員
と
す
る
団
体
を
含
む
。
）
で
、
医
療
保

に
つ
い
て
翌
月
十
日
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

険
の
運
営
及
び
審
査
支
払
機
関
の
業
務
運
営
に
密
接
な
関
連
を
有
し
、
か
つ
、
十

２

光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
光
デ
ィ
ス
ク
等
は
、

分
な
社
会
的
信
用
を
有
す
る
も
の
が
療
養
の
給
付
費
等
の
請
求
の
事
務
を
代
行
す

各
月
分
に
つ
い
て
翌
月
十
日
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
第
一
項
中
「
費
用

を
請
求
」
と
あ
る
の
は
「
医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
を
主
た
る
構
成
員
と
す

る
団
体
（
そ
の
団
体
を
主
た
る
構
成
員
と
す
る
団
体
を
含
む
。
）
で
、
医
療
保
険

の
運
営
及
び
審
査
支
払
機
関
の
業
務
運
営
に
密
接
な
関
連
を
有
し
、
か
つ
、
十
分

な
社
会
的
信
用
を
有
す
る
も
の
で
あ
つ
て
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負

担
医
療
に
関
す
る
費
用
（
以
下
「
療
養
の
給
付
費
等
」
と
い
う
。
）
の
請
求
の
代

行
を
行
う
も
の
（
以
下
「
事
務
代
行
者
」
と
い
う
。
）
を
介
し
て
費
用
を
請
求
」

と
、
「
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
（
以
下
「

療
養
の
給
付
費
等
」
と
い
う
。
）
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
保
険
医
療
機
関
又
は

保
険
薬
局
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者
」
と
、
「
厚
生
労
働
大
臣
の
」
と
あ
る

の
は
「
事
務
代
行
者
を
介
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
老
人

医
療
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者
を
介
し
て
老
人
医
療
」
と
、
「
同
項
の
フ
ァ

イ
ル
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者
を
介
し
て
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
」
と
、
同
条
第

三
項
中
「
請
求
を
行
う
」
と
あ
る
の
は
「
請
求
を
事
務
代
行
者
を
介
し
て
行
う
」
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と
、
「
同
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者
を
介
し
て
同
項
の
」
と
、
第
二
条

第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者
を

介
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
、
第
三
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「

電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者
を
介
し
た
電
子
情
報
処
理
組

織
」
と
、
「
始
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
」
と
あ
る
の
は
「
始
め
よ
う
と
す
る
と
き

、
又
は
事
務
代
行
者
を
介
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
を
や
め

よ
う
と
す
る
と
き
は
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
」

と
あ
る
の
は
「
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
及
び
事
務
代
行
者
」
と
、
同
項
第

二
号
中
「
審
査
支
払
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者
を
介
し
た
電
子
情
報
処

理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
を
始
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
審
査
支
払
機

関
」
と
、
「
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
を
始
め
よ
う
と
す
る
年
月

」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者
を
介
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請

求
を
始
め
よ
う
と
す
る
年
月
、
事
務
代
行
者
を
介
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使

用
に
よ
る
請
求
を
や
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
年
月
」
と
、
同
条
第

二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
を
変
更
」
と
あ
る
の
は
「
を
事
務
代
行
者
が
変

更
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
」
と
あ
る
の
は
「
保

険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
及
び
事
務
代
行
者
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
電
子
情

報
処
理
組
織
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者
を
介
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則

附

則

（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
に
係
る
経
過
措
置
）

（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
又
は
公
費
負
担

医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
の
特
例
）

第
四
条

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
が
行
う
療
養
の
給
付
費
等
の
請
求
で
あ
つ

第
四
条

厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
（
以
下
「
指

て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
は

定
保
険
医
療
機
関
等
」
と
い
う
。
）
は
、
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
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、
第
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
書
面
に
よ
る
請
求
（
療
養
の
給
付
費
等
に
つ

、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
に

い
て
、
保
険
医
療
機
関
に
あ
つ
て
は
診
療
報
酬
請
求
書
に
診
療
報
酬
明
細
書
を
、

よ
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
審
査
支

保
険
薬
局
に
あ
つ
て
は
調
剤
報
酬
請
求
書
に
調
剤
報
酬
明
細
書
を
添
え
て
、
こ
れ

払
機
関
（
以
下
「
指
定
審
査
支
払
機
関
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
電
子
情
報

を
当
該
診
療
報
酬
請
求
書
又
は
調
剤
報
酬
請
求
書
の
審
査
支
払
機
関
に
提
出
す
る

処
理
組
織
（
指
定
審
査
支
払
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置

こ
と
に
よ
り
請
求
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
、
指
定
保
険
医
療
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

い
た
請
求
（
療
養
の
給
付
費
等
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
事
項
を
電

機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

子
計
算
機
を
使
用
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
式
に
従
つ
て
記
録
し
た
厚
生

）
を
使
用
し
て
、
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
又
は
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用

労
働
大
臣
の
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
又
は
光
デ
ィ
ス

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ク
（
以
下
「
光
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
請
求
す
る

こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

病
床
数
が
四
百
床
未
満
の
病
院
の
う
ち
、
レ
セ
プ
ト
コ

平
成
二
十
一
年

ン
ピ
ュ
ー
タ
（
療
養
の
給
付
費
等
の
請
求
を
行
う
者
の
使

三
月
三
十
一
日

用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
つ
て
、
診
療
報
酬
請
求
書
及

び
診
療
報
酬
明
細
書
並
び
に
調
剤
報
酬
請
求
書
及
び
調
剤

報
酬
明
細
書
（
以
下
「
レ
セ
プ
ト
」
と
い
う
。
）
を
電
磁

的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚

に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ

る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用

に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
を
も
つ
て
作
成
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
い

る
も
の
で
あ
つ
て
、
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
を
行

つ
て
い
る
も
の
又
は
レ
セ
プ
ト
文
字
デ
ー
タ
変
換
ソ
フ
ト

（
レ
セ
プ
ト
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
情
報
を

レ
セ
プ
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
か
ら
抽
出
し
て
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
方
式
に
変
換
し
、
光
デ
ィ
ス
ク
等
へ
の
記
録
を
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可
能
に
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

使
用
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
行
う
療
養
の
給
付
費
等
の

請
求
（
歯
科
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

二

薬
局
の
う
ち
、
レ
セ
プ
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
用
し
て

い
る
も
の
が
行
う
療
養
の
給
付
費
等
の
請
求

三

病
院
の
う
ち
、
レ
セ
プ
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
用
し
て

平
成
二
十
二
年

い
る
も
の
で
あ
つ
て
、
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
を

三
月
三
十
一
日

行
つ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
レ
セ
プ
ト
文
字
デ
ー
タ
変
換
ソ

フ
ト
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い

た
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が
行
う
療
養
の
給

付
費
等
の
請
求
（
歯
科
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

四

診
療
所
の
う
ち
、
レ
セ
プ
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
用
し

て
い
る
も
の
が
行
う
療
養
の
給
付
費
等
の
請
求
（
歯
科
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）

五

病
院
又
は
診
療
所
の
う
ち
、
レ
セ
プ
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

平
成
二
十
三
年

を
使
用
し
て
い
る
も
の
が
行
う
療
養
の
給
付
費
等
の
請
求

三
月
三
十
一
日

（
歯
科
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

六

病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局
の
う
ち
、
レ
セ
プ
ト

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
用
し
て
い
な
い
も
の
が
行
う
療
養
の

給
付
費
等
の
請
求
（
次
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）

七

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
に
現
存
す
る
病
院
若
し
く
は

平
成
二
十
三
年

診
療
所
又
は
薬
局
の
う
ち
、
レ
セ
プ
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を

四
月
一
日
か
ら

使
用
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
平
成
二
十
一
年
四
月

平
成
二
十
五
年

一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
療

三
月
三
十
一
日
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養
の
給
付
費
等
の
請
求
の
件
数
が
千
二
百
件
以
下
で
あ
る

ま
で
の
間
で
厚

旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
た
も
の
が
行
う
療
養
の
給

生
労
働
大
臣
が

付
費
等
の
請
求
（
歯
科
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

定
め
る
日

八

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
に
現
存
す
る
病
院
若
し
く
は

診
療
所
又
は
薬
局
の
う
ち
、
レ
セ
プ
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を

使
用
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
平
成
二
十
一
年
四
月

一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
療

養
の
給
付
費
等
の
請
求
の
件
数
が
六
百
件
以
下
で
あ
る
旨

を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
た
も
の
が
行
う
療
養
の
給
付

費
等
の
請
求
（
歯
科
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

２

前
項
の
表
中
第
七
号
及
び
第
八
号
に
規
定
す
る
届
出
を
す
る
も
の
は
、
当
該
届

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
又
は
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る

出
に
係
る
書
面
に
審
査
支
払
機
関
が
交
付
す
る
療
養
の
給
付
費
等
の
請
求
の
件
数

費
用
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
指
定
保
険
医
療
機
関
等
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
式
に
従

つ
て
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
指
定
審
査
支
払
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３

第
一
条
第
一
項
及
び
本
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
険
医
療
機
関
又

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
保
険
医
療
機
関
等
は
、
老
人
医
療
に
関
す
る
費

は
保
険
薬
局
の
う
ち
、
厚
生
労
働
大
臣
が
電
気
通
信
回
線
設
備
の
機
能
に
障
害
を

用
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項
の

生
じ
た
と
き
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求

ほ
か
、
老
人
保
健
法
施
行
規
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
患
者
か
ら
提
示
さ
れ
た

を
行
う
こ
と
が
特
に
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
保
険
医
療
機
関
又

被
保
険
者
証
等
に
よ
り
そ
の
者
に
係
る
保
険
者
番
号
及
び
被
保
険
者
証
等
の
記
号

は
保
険
薬
局
は
、
書
面
に
よ
る
請
求
又
は
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
を
行
う

番
号
を
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

４

第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
又
は
公
費
負
担
医
療
に

関
す
る
費
用
の
う
ち
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
も
の
に
係
る
請
求
を
行
う
場
合

に
は
、
診
療
日
ご
と
の
症
状
、
経
過
及
び
診
療
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
情
報
を
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
書
面
に
よ
る
請
求
）

（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
又
は
公
費
負
担

第
五
条

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
は
、
書
面
に
よ
る
請
求
に
よ
つ
て
老
人
医

医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
日
）

療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
老
人
保
健
法
施
行
規
則
第

第
五
条

電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
又
は
公
費

十
五
条
の
規
定
に
よ
り
患
者
か
ら
提
示
さ
れ
た
被
保
険
者
証
等
に
よ
り
そ
の
者
に

負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
（
以
下
「
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る

係
る
保
険
者
番
号
及
び
被
保
険
者
証
等
の
記
号
番
号
を
診
療
報
酬
明
細
書
又
は
調

請
求
」
と
い
う
。
）
は
、
各
月
分
に
つ
い
て
翌
月
十
日
ま
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な

剤
報
酬
明
細
書
の
所
定
の
欄
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

ら
な
い
。

２

書
面
に
よ
る
請
求
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
診
療
報

２

電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
は
、
指
定
審
査
支
払
機
関
等
の
使
用

酬
明
細
書
に
は
、
診
療
日
ご
と
の
症
状
、
経
過
及
び
診
療
内
容
を
明
ら
か
に
す
る

に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
指

こ
と
が
で
き
る
資
料
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

定
審
査
支
払
機
関
等
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３

書
面
に
よ
る
請
求
を
行
う
場
合
に
は
、
レ
セ
プ
ト
の
提
出
は
、
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

４

書
面
に
よ
る
請
求
を
行
う
場
合
に
は
、
診
療
報
酬
請
求
書
及
び
調
剤
報
酬
請
求

書
は
、
各
月
分
に
つ
い
て
翌
月
十
日
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
）

（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
の
開
始
の
届
出
等
）

第
六
条

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
は
、
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
を
始

第
六
条

指
定
保
険
医
療
機
関
等
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
を

め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を

始
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書

、
当
該
請
求
に
係
る
審
査
支
払
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
、
当
該
請
求
に
係
る
指
定
審
査
支
払
機
関
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
名
称
及
び
所
在
地

一

指
定
保
険
医
療
機
関
等
の
名
称
及
び
所
在
地

二

光
デ
ィ
ス
ク
等
に
附
則
第
四
条
第
一
項
の
記
録
（
療
養
の
給
付
費
等
に
つ
い

二

指
定
審
査
支
払
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ

て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
事
項
を
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
厚
生
労
働
大

ル
に
附
則
第
四
条
の
記
録
を
行
う
た
め
に
使
用
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
名
称
、
当

臣
の
定
め
る
方
式
に
従
つ
て
行
う
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
た
め

該
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用

に
使
用
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
名
称
及
び
当
該
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
を

に
よ
る
請
求
を
始
め
よ
う
と
す
る
年
月

始
め
よ
う
と
す
る
年
月

三

そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項

三

そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項
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２

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
は
、
光
デ
ィ
ス
ク
等
に
附
則
第
四
条
第
一
項
の

２

指
定
保
険
医
療
機
関
等
は
、
指
定
審
査
支
払
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

記
録
を
行
う
た
め
に
使
用
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
療
養

機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
附
則
第
四
条
の
記
録
を
行
う
た
め
に
使
用
す
る
プ

の
給
付
費
等
の
額
の
算
定
方
法
が
改
め
ら
れ
た
こ
と
に
伴
う
変
更
を
行
お
う
と
す

ロ
グ
ラ
ム
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負

る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を

担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
が
改
め
ら
れ
た
こ
と
に
伴
う
変
更
を
行

、
当
該
請
求
に
係
る
審
査
支
払
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

お
う
と
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
届
書
を
、
当
該
請
求
に
係
る
指
定
審
査
支
払
機
関
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
名
称
及
び
所
在
地

一

指
定
保
険
医
療
機
関
等
の
名
称
及
び
所
在
地

二

変
更
後
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
名
称
及
び
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
者
の
氏
名
又

二

変
更
後
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
名
称
及
び
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
者
の
氏
名
又

は
名
称

は
名
称

三

変
更
後
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
使
用
し
て
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請

三

変
更
後
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
使
用
し
て
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請

求
を
始
め
よ
う
と
す
る
年
月

求
を
始
め
よ
う
と
す
る
年
月

四

そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項

四

そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項

３

光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
療
養
の
給
付
費
等
の

う
ち
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
も
の
に
係
る
請
求
を
行
う
場
合
に
は
、
診
療
日

ご
と
の
症
状
、
経
過
及
び
診
療
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
を
光

デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
し
て
、
審
査
支
払
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
光
デ
ィ
ス
ク
等
は
、

各
月
分
に
つ
い
て
翌
月
十
日
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



【　医　科　】 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度～

病院① 400床以上＋ﾚｾ電有

400床以上＋文字対応

(20.4.1)
400床未満＋ﾚｾ電有

病院② 400床未満＋文字対応

(21.4.1)

レセコン有

病院③ ＋レセ電無

＋文字非対応 (22.4.1)

病院④ レセコン無

（⑤を除く） (23.4.1)

病院⑤ レセコン無

＋少数該当＋既設

【　医　科　】 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度～

診療所① レセコン有

(22.4.1)

診療所② レセコン無

（③を除く） (23.4.1)

診療所③ レセコン無

＋少数該当＋既設

【　歯　科　】 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

病院・
診療所①

レセコン有

(23.4.1)

病院・
診療所②

レセコン無

（③を除く） (23.4.1)

病院・
診療所③ レセコン無

＋少数該当＋既設

【　調　剤　】 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度～

薬局① レセコン有

(21.4.1)

薬局② レセコン無

（③を除く） (23.4.1)

薬局③ レセコン無

＋少数該当＋既設

注1.「レセ電有」とは、レセプトコンピュータでレセプト電子請求を行っている場合をいう。

注2.「文字対応」とは、レセプトコンピュータにレセプト文字データ変換ソフトの適用が可能である場合をいう。

注3.「レセコン有」とはレセプト作成業務を電算化している場合をいう。

注4.「少数該当」とは、月間平均請求件数が医科・調剤で100件以下、歯科で50件以下の場合をいう。

注5.「既設」とは、平成21年4月1日時点において現存している機関をいう。

　 　   　：紙、電子媒体又はオンラインによる請求
　　　　　　（オンラインについては、平成18・19年度は個別指定）
　  　    ：(  )内の日付以降、オンラインによる請求に限定

（23.4.1から2年の範囲内で別に定める日）

（別紙２）

（23.4.1から2年の範囲内で別に定める日）

（23.4.1から2年の範囲内で別に定める日）

（23.4.1から2年の範囲内で別に定める日）
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